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（参考）

◎児童相談所運営指針について（平成2年3月5日児発第133号厚生省児童家庭局長通知）

（最終改正：平成22年３月31日雇児発0331第6号）

児童相談所運営指針（抄）

第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務

第１節 ～ 第２節 （略）

第３節 調 査

１．調査の意義

(1) 調査は子どもや保護者等の状況等を知り、それによって子どもや保護者等にどの

ような援助が必要であるかを判断するために行われるものであり、相互信頼関係の

中で成立するものである。

(2) したがって、事情聴取的な形ではなく、子どもや保護者等の気持ちに配慮しなが

ら情報の収集を行う。

(3) 調査のための面接がそのまま指導のための面接の場となることも多いので、社会

福祉援助技術の基本的原理の一つである「非審判的態度」に心がけ、信頼関係の樹

立に努める。

２．調査担当者

(1) 調査は相談・指導部門、判定・指導部門等の児童福祉司、相談員が中心となって

行うが、相談の内容によっては他の職員が行う。

(2) 虐待相談の場合、調査に対する客観性の確保が特に強く求められること、保護者

等の加害の危険性があること等から、調査に当たっては複数の職員が対応する等、

柔軟な対応に努める。

３．調査の開始

。 、 、調査の開始及び担当者は原則として受理会議を経て決定する ただし 緊急の場合

巡回相談中の受付の場合等においてはこの限りでない。

虐待通告（ 送致」を含む ）を受けた場合であって、安全確認を必要と判断される「 。

事例については、速やかに緊急受理会議を開催し、緊急性など個々の事例の状況に応

じて、安全確認の実施時期、方法等の対応方針を決定する。

なお、安全確認は、児童相談所職員又は児童相談所が依頼した者により、子どもを

直接目視することにより行うことを基本とし、他の関係機関によって把握されている

状況等を勘案し緊急性に乏しいと判断されるケースを除き、通告受理後、各自治体ご

とに定めた所定時間内に実施することとする。当該所定時間は、各自治体ごとに、地
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域の実情に応じて設定することとするが、迅速な対応を確保する観点から 「４８時、

間以内とする」ことが望ましい。

また、こうした初期対応のほか、必要に応じて、後日、追加的なアセスメントを適

切に実施する。

４．調査事項

(1) 調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調査対象とな

る。これらは、診断・判定における基礎的かつ重要な情報となるので、これらに基

づき各自治体において、調査事項及び内容、様式、手順等を定めるとともに、調査

を確実に実施するための調査チェックリスト等を定めることが必要である。

① 子どもの居住環境及び学校、地域社会等の所属集団の状況

② 子どもの家庭環境、家族の状況

③ 子どもの生活歴、生育歴

④ 子ども、保護者等の現況

⑤ 過去の相談歴等

⑥ 児童相談所以外の機関の子ども・家族への援助経過

⑦ 援助等に関する子どもや保護者等の意向

⑧ その他必要と思われる事項

(2) 法第25条の６において、児童相談所は、法第25条の規定による通告を受けた場合

において必要があると認めるときは、速やかに、その子どもの状況の把握を行うも

のとされている。

特に児童虐待に係る通告については、平成19年の児童虐待防止法の改正により、

児童相談所が同法第６条第１項の規定による通告又は市町村若しくは都道府県の設

置する福祉事務所からの送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住

民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、その子どもと

の面会その他の手段によりその子どもの安全の確認を行うための措置を講ずること

とされ、安全確認措置の努力義務が義務に改められた（児童虐待防止法第８条第２

項 。）

(3) また、平成19年児童福祉法改正法により、市町村又は福祉事務所の長は、児童

虐待防止法第８条の２の出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第33条の一

時保護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を都道府県知事等又は児童

相談所長に通知するものとされたことから、当該通知があった場合においても、適

切な対応を講ずる必要がある。

なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、都道府県児

童福祉審議会（法第８条第２項に規定する都道府県児童福祉審議会。同条第１項た

だし書きに規定する都道府県にあっては、地方社 会福祉審議会。市町村に設置さ
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れるものを含む。以下同じ ）に報告しなければならないこととされている。。

５．調査の方法

調査の方法には面接（所内面接、訪問面接 、電話、照会、委嘱、立入調査等によ）

る方法があるが、虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状

況を直接観察することが極めて有効であるため、子どもの安全確認を行う際には、子

どもを直接目視することを基本とする。

いずれの場合においても子どもや保護者等の意向を尊重するよう努め、子どもや保

護者以外の者から情報を得るときは、原則として子どもや保護者の了解を得てから行

うよう配慮する等、プライバシ－の保護に留意する。

ただし、虐待通告等で、対応に緊急を要し、かつ調査等に関し保護者等の協力が得

難い場合は、この限りでない。また、性的虐待が疑われる場合には、子どもに与える

心理的な負担や子どもの意向に十分配慮して調査を行うことが必要である。具体的な

方法については 「子ども虐待対応の手引き」による。、

なお、調査に際しては、児童相談所の職員は、その職務上知り得た事項であって、

児童虐待に係る通告をした者を特定させるものを漏らしてはならないことに留意する

必要がある （児童虐待防止法第７条）。

(1) 面接

ア 子どもや保護者等との面接による情報の収集については、できる限り子どもや

保護者等の気持ちに配慮しながら行う。

イ 子どもや保護者等との面接が中心となるが、関係機関の職員等との面接も重要

である。特に、虐待相談等の場合、子どもや保護者等との面接だけでは正確な事

実関係の把握が困難な場合も多いので、幅広い情報収集に努める。

ウ 子どもの家庭、居住環境、地域社会の状況、所属集団におけるこどもの状況等

の理解については、訪問による現地調査により事実を確認する。

エ 虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状況を直接観

察することが極めて有効である。このため、子どもの来所が望めない場合、可能

な限り早期の段階で子どもの家庭や所属集団等において子どもの観察を行う。な

お、観察に当たっては、観察の客観性、精度の向上を図るため、調査担当者以外

に医師や児童心理司等が同行する等、複数の職員が立ち会うことが望ましい。

(2) 調査の協力、委嘱

調査を行うに当たっては市町村長や児童委員に協力を求め、又は児童委員や福祉

事務所長に調査の委嘱ができることとされており、十分な連携を行う （法第12条。

第４項、第13条第４項、第17条第１項第４号、第18条第４項）

また、法第25条の２第１項の規定により地方公共団体に設置の努力義務が課され

ている要保護児童対策地域協議会は、要保護児童及びその保護者、要支援児童（保
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護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（要保護児童に該当するも

のを除く 」及びその保護者並びに特定妊婦（出産後の養育について出産前にお。））

）（ 「 」 。）いて支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 以下 要保護児童等 という

に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の

交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことを

、 、目的としており こうした情報の交換や協議を行うため必要があると認めるときは

関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるこ

とができる （法第25条の３）。

(3) 照会

直接調査することが困難な場合又は確認を要する場合等には、文書等により照会

する。

(4) 保護者への出頭要求

① 対象となる事例

児童虐待防止法第８条の２の規定に基づく都道府県知事等（児童相談所長に権

限が委任されている場合は児童相談所長 ）による出頭要求は、特に、児童相談。

所の家庭訪問等によっても長期間児童の姿を確認できない事例や呼びかけに対し

全く応答がなく安否を確認できないような事例について、有効な安全確認の選択

肢の一つとなると考えられるため、積極的に活用することとされたい。

出頭要求を行う際には、保護者がこの出頭要求に応じない場合、同法第９条第

１項の立入調査その他の必要な措置を講じるものとされていることから、保護者

、 。がこれに応じない場合の対応を考慮しながら その必要性を判断する必要がある

同法第８条の２の出頭要求は、あくまでも安全確認の選択肢の一つであり、児童

虐待が行われているおそれがあると認められるとともに、緊急に児童の安全確認

を行う必要があるなどの場合には、直ちに同法第９条第１項の立入調査を行うこ

とも可能である。

なお、一度出頭要求に応じたことから安全確認ができた後において、再度虐待

のおそれが生じた場合においても、改めて本出頭要求を行うことが妨げられるも

のではないことに留意されたい。

② 出頭要求の方法

保護者に対する出頭要求の告知は、原則として、直接職員が告知書を交付する

ことで行うとともに、できる限りその受領証を徴することとし、その経過を記録

する。保護者が出頭要求の告知書の受領を拒否した場合には、出頭要求に応じな

いものとして取り扱うこととし、この場合においては、当該拒否の状況について

適切に記録する。

また、職員が保護者の住居を訪問しても、呼びかけにまったく応じないような
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事例については、保護者が長期間不在であることが明確である等の告知書を受領

し得ない客観的状況にある場合を除き、出頭要求の告知書を封筒に入れた上、郵

便受箱、郵便差入口等の適切な箇所に差し入れ、その状況を写真等で確実に記録

。 、 、する この場合 当該封筒に出頭要求の告知書が含まれることが推察できるよう

事前に告知書の送達のため訪問する旨を電話により連絡し、若しくは告知書を郵

便受箱等の適切な箇所に差し入れる旨の玄関先での呼びかけ等を行い、又は告知

書が含まれる旨を当該封筒に記載する。

こうした対応によっても保護者が出頭しない場合には、出頭要求に応じないも

のとして取り扱う。

③ 出頭要求の告知書

告知書においては、

・ 出頭を求められる者の住所、氏名及び生年月日

・ 出頭を求める日時及び場所

・ 同伴すべき児童の氏名、生年月日及び性別

・ 出頭を求める理由となった事実の内容

・ 保護者が出頭を求める日時での出頭が困難な場合における対応

・ 出頭要求に応じない場合、当該児童の安全の確認又はその安全を確保する

ため、児童虐待防止法第９条第１項の立入調査その他の必要な措置を講ずる

こととなる旨及び当該立入調査を正当な理由なく拒否した場合には罰金に処

せられることがある旨

・ その他必要な事項

について記載する（別添１参照 。）

出頭を求める日時は、迅速な対応の確保及び各自治体ごとに定めた虐待通告に

係る安全確認の所定時間との均衡も踏まえつつ、速やかに安全確認を行う観点か

ら、個別の事案に応じて特定の日時を設定する。ただし、やむを得ない理由によ

り保護者等による当該日時における出頭が困難と認められる場合には、速やかに

安全確認を行うことを十分考慮しつつ、当該保護者からの申し出に応じて出頭を

求める日時を調整することとして差し支えない。

また、出頭を求める場所は、当該児童の所在地を管轄する児童相談所が基本と

なると考えられるが、保護者の心身の状況等に鑑み、児童相談所以外の市役所そ

の他の場所とすることも差し支えない。

④ 出頭要求に応じない場合の対応

保護者が出頭要求に応じない場合には、当該児童の安全の確認又はその安全を

確保するため、速やかに、児童虐待防止法第９条第１項の立入調査その他の必要

な措置を講じる。
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なお、②で述べたような出頭要求の告知書の受領を拒否する、訪問しても応答

がない事例については、出頭要求に応じないものとして取り扱う。

⑤ 記録のあり方

出頭要求に応じない場合、当該事実が児童虐待防止法第９条第１項の立入調査

その他の必要な措置を講じる理由となること、また、同立入調査に応じない場合

には、同法第９条の３第１項の臨検又は捜索の実施対象となることもあり得、そ

の場合、同項の許可状を裁判官に請求する際、併せて当該事案に係る経過を示す

必要があることから、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管しておく

とともに、報告書（作成した職員の署名（記名）押印のあるものをいう。以下同

じ ）を作成する。。

(5) 立入調査

① 法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を行った場合だ

けではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの保護の緊急性、保護者の協

力の程度などを総合的に勘案して、法第28条に定める承認の申立の必要性を判断

するために調査が必要な場合にも行えることに留意する。

また、児童虐待防止法第９条第１項の規定では、児童虐待が行われているおそ

れがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問

させることができること、正当な理由がないのにその執行を拒否した場合、同条

第２項により適用される法第61条の５の50万円以下の罰金に処することとされて

、 、 、いるが 立入調査の実効性を高める観点から 立入調査を実施するに当たっては

正当な理由がないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金に処せられる

ことがある旨を、可能な限り保護者に対して告知する。その際には、当該立入調

査を拒否した場合、同法第９条の３第１項の臨検又は捜索が行われる可能性があ

る旨も併せて告知する。

、 、 、さらに 上記の告知をしたにもかかわらず 立入調査に応じない状況があれば

その場において、立入調査を拒否したものと認める旨を言い渡すこととする。

なお、拒否したかどうかが不明確なままでは、同法第９条の２の再出頭要求や

④で述べる告発のいずれにも移行することが困難となることから、拒否した状況

を明確にし、記録しておくことが必要であることに十分留意されたい。

② 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長に権限が委任

されている場合は児童相談所長）の指示のもとに実施する。

③ 立入調査が拒否された場合において、当該拒否について正当な理由がないと認

められるときは、告発の可否を検討するとともに、原則として、速やかに、児童

虐待防止法第９条の２の再出頭要求の手続に移行する。

なお、特に、立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し、当該保護者
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の行為が悪質であると認められる場合には、当該保護者について管轄警察署に告

発することを検討する。告発については、事前に管轄警察署等とよく協議した上

で行うこととし、このためにも日常的に警察との連携に努めるべきである。

④ 告発とは、告訴権者以外の第三者から捜査機関に対してなされる犯罪事実の申

告及びこれに基づく犯人の処罰を求める意思表示をいうが、適切にこれを行うと

ともにその経過を記録する等の観点から、正当な理由なく立入調査を拒否した具

体的事実や被告発人の処罰を求める旨を記載した告発状を提出することにより、

これを行う（別添２参照 。）

その際には、併せて、告発に至る経緯や具体的事実を証する疎明資料として、

児童記録票その他の調査記録、住居の写真、児童の居住を証するための児童の住

民票の写し、立入調査の実施状況に係るビデオ等による音声や画像の記録、出頭

要求や立入調査の実施状況に関する報告書の写し等を添付して提出する。

、 、なお 告発がなされた場合には警察において捜査が開始されることにかんがみ

告発の取消を要する事態とならないよう、告発する前の段階において、具体的事

案に応じて、提出する予定の告発状や疎明資料を提示するなどして、立入調査を

行う場所を管轄する警察署と協議をされたい。

⑤ 告発状が受理された後においては、通常、当該事件の捜査のため職員の事情聴

取や資料の提出が求められることとなるので、積極的に協力する。

なお、捜査の結果に基づき、起訴又は不起訴の処分が行われたときは、検察官

から告発をした者に処分結果が通知され、不起訴とした場合には、告発人の請求

に基づき、その理由が開示されるので、留意されたい。

⑥ 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、市町村に対し関係する

職員の同行・協力を求める。また、子ども又は調査担当者に対する保護者等の加

害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必要に応じ、児童虐待防止法第10

条により警察に対する援助の依頼を行い、これに基づく連携による適切な調査を

行うとともに、状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉

を最優先した臨機応変の対応に努める。

なお、警察への援助の依頼については、第７章第14節「６．虐待事例等におけ

る連携(3)立入調査、臨検又は捜索等における連携」を参照すること。

⑦ 立入調査が拒否された場合においては、管轄警察署への告発だけでなく、児童

虐待防止法第９条の２の保護者への再出頭要求や同法第９条の３第１項の臨検又

は捜索の実施対象となることもあり得ることから、児童記録票その他の調査記録

を適切に作成、保管しておくとともに、(4)の⑤と同じく、立入調査の状況やこ

れに至る経緯について、報告書を作成する。

⑧ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判や④の告発の際の事
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実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真やビデオあるいはスケッチ

等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うとともに、関係書類等の入手・保

存に努める。

⑨ 立入調査については、平成12年11月20日児発第875号「 児童虐待の防止等に関「

する法律」の施行について」及び平成16年８月13日雇児発第0813002号「 児童虐「

待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について 、本指針並び」

に平成９年６月20日児発第434号「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用

について」及び「子ども虐待対応の手引き」に基づき行う。

(6) 保護者への再出頭要求

児童虐待防止法第９条の２の規定による都道府県知事等（児童相談所長に権限が

委任されている場合は児童相談所長 ）の出頭要求（同法第８条の２の出頭要求が。

行われていない場合を含め、以下「再出頭要求」という ）の趣旨、内容は同法第。

８条の２の出頭要求と同様であるが、再出頭要求は、正当な理由なく同立入調査を

拒否したことが要件とされていることに留意されたい。

再出頭要求の方法等については、出頭要求と同様に行うこととし、(4) を参考

に告知書の記載や手続、記録の作成を行うこととする（別添３参照 。）

なお、裁判官の許可状を得た上で行う同法第９条の３の臨検又は捜索は、再出頭

要求が行われ、保護者がこれに応じないことが要件とされていることから、同条の

臨検又は捜索を行う必要があると思料される場合、当該再出頭要求が実施される必

要がある。

(7) 臨検、捜索等

① 対象となる事例

児童虐待防止法第９条の３第１項の規定による都道府県知事等（児童相談所長

に権限が委任されている場合は児童相談所長。以下この(7)において同じ ）の臨。

検又は捜索は、特にネグレクトのように児童を直接目視できず児童の状況自体把

握できないような場合に活用されることで、児童の安全の確認又は安全の確保が

行われることが想定されている。

この「臨検」又は「捜索」は、双方とも強制処分として行うものであり 「臨、

検」とは住居等に立ち入ることをいい 「捜索」とは住居その他の場所につき人、

の発見を目的として捜し出すことをいう。これらの臨検又は捜索は、物理的実力

の行使を背景に、対象者の意思に反してでも直接的に児童の安全確認又は安全確

保をしようとするものであり、同法第９条第１項の立入調査が、これを拒んだ者

に対する罰則を定めることで、間接的に調査の実効性を担保しようとするのと異

なるものである。

なお、臨検又は捜索は、同法第９条第１項の立入調査を実施したにもかかわら
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ず頑なに立ち入りを拒否されるようなケースについて、例外的に行うことが想定

されており、迅速な安全確認が要請されている状況にあるところ、まずは、当該

立入調査を実効的に行うことにより、児童の安全確認又は安全確保が行われるよ

う努められたい。

② 臨検又は捜索の要件

ア 立入調査等の実施

臨検又は捜索は、児童虐待防止法第８条の２第１項の出頭要求を受けた保護

者又は同法第９条第１項の立入調査を受けた保護者が、同法第９条の２の再出

頭要求に応じないことが要件とされている。

イ 児童虐待が行われている疑いがあること

臨検又は捜索は アの保護者による立入調査の拒否等の経過を経た上で 児、 、「

童虐待が行われている疑いがある」ときに行われる必要がある。

ウ 裁判所の裁判官による許可状の発付

臨検又は捜索は、ア、イの要件を満たした上で、管轄の裁判所の裁判官が発

する許可状を得て初めて可能となるものであり、裁判官への許可状の請求が必

要である。

③ 裁判官に対する許可状の請求等

ア 許可状の請求

臨検又は捜索に係る許可状は、臨検しようとする児童の住所又は居所の所在

地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に対してこれを

請求する。

、 。請求先の窓口等については 各地の裁判所から連絡されることとなっている

臨検又は捜索に係る許可状の円滑な請求が可能となるよう、当該請求の際に

弁護士等の専門家や警察官ＯＢによる助言等を得ることができる体制を整えて

おくことが適当である。

こうした体制強化については、本指針第６章第３節「児童虐待防止対策支援

事業」に記載している

・ 法的対応機能強化事業

・ スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業

・ 一時保護機能強化事業

・ ２４時間・３６５日体制強化事業

などの積極的な活用を図られたい。

イ 請求書の様式等

裁判官への許可状の請求は書面により行う（別添４参照 。）

なお、日没以降の夜間に臨検又は捜索を行う必要がある場合には、当該夜間
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執行について、併せて請求する必要があることに留意されたい。また、許可状

の有効期間が超過し失効した場合であって、特にやむを得ない理由があるとき

は、裁判官に対し、許可状の再請求をすることができる。

、 、許可状を請求する場合には 児童虐待防止法第９条の３第３項の規定により

児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料等を添付することとされ

ている。このため、以下を参考に、請求書に資料を添付して提出することとさ

れたい。

なお、裁判官が、許可状を発し、又は許可状の請求を却下したときは、速や

かに、許可状の請求書とともに添付資料も返還されることとなる。

(ｱ) 児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料

当該資料としては、近隣住民や保育所等の関係機関からの聞き取り調書、

市町村における対応録の写し、児童相談所における記録（児童記録票その他

の調査記録）などが考えられる。

なお、近隣住民等からの聞き取り調書については、供述者の署名押印があ

ることが望ましいものの、供述者の署名押印のないものであっても、そのこ

とだけの理由で資料から排斥されるものではない（この場合であっても聴取

者の署名（記名）押印は必要である 。。）

(ｲ) 臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料

当該資料としては、当該児童の住民票の写し、臨検しようとする住居の写真

（可能な場合、子ども用の玩具・遊具や洗濯物など当該住居での児童の生活

を示す写真を含む ）などが考えられる。。

(ｳ) 保護者が児童虐待防止法第９条第１項の立入調査を拒むなどし、及び同法

第９条の２の再出頭要求に応じなかったことを証する資料

当該資料としては、出頭要求や再出頭要求、立入調査の実施報告書の写し

などが考えられる。

(ｴ) その他

他に添付すべき資料としては、事案の概要を記した総括報告書、児童相談

所長が都道府県知事等から権限委任を受けて許可状を請求する場合にはその

（ 、 ）根拠となる法令 地方自治法第153条第２項 各都道府県等で定める条例等

などが考えられる。

ウ 許可状の交付

許可状の請求を受けた裁判官は、臨検又は捜索に係る許可状発付の要件の有

無を判断し、要件が具備されていると認められる場合には、都道府県知事等あ

てに許可状を交付することになる。

④ 処分を受ける者への許可状の提示
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都道府県知事等は、当該許可状を臨検又は捜索を行う児童相談所の職員等に交

付するとともに、当該児童相談所の職員等は、臨検又は捜索を行うに当たり、こ

れらの処分を受ける者、すなわち臨検又は捜索の対象となる住居又は居所に実際

に居住している者に提示しなければならない。

不在等のため処分を受ける者に許可状を示すことができないときは、児童虐待

防止法第９条の９第１項又は第２項の規定により臨検又は捜索に立ち会う者に示

さなければならない。

なお、処分に着手した後、処分を受ける者が現れたときは、その者に改めて許

可状を示すのが適当である。

また、許可状の提示は、相手方に記載内容を閲覧・認識しうる方法でなされる

べきであるが、相手方が閲覧を拒絶するときは、そのまま執行に着手することが

できる。

⑤ 関係者への身分証明証の提示

児童相談所の職員等は、児童虐待防止法第９条の３第１項による臨検若しくは

捜索又は同条第２項による調査若しくは質問（以下「臨検等 ）をするときは、」

その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。

⑥ 責任者等の立ち会い

児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは

居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代理人その他これらの者に

代わるべき者を含む ）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければ。

ならない。

この場合において、これらの者を立ち会わせることができないときは、その隣

人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければなら

ない。

なお、上記の所有者若しくは管理者又は同居の親族で成年に達した者が立ち会

う場合であっても、手続の公正を担保する観点からは、当該臨検又は捜索に市町

村等の地方公共団体の職員を立ち会わせることが適切である。

⑦ 臨検又は捜索に当たって可能となる処分等

ア 解錠その他必要な処分

児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、

錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。

この「その他必要な処分」の内容・方法は、児童の安全確認又は安全確保の

目的のために必要最小限度において許容されるものであり、かつ、その手段・

方法も社会通念上妥当なものである必要がある。
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イ 臨検等をする間の出入りの禁止

児童相談所の職員等は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けな

いでその場所に出入りすることを禁止することができる。

ウ その他

写真撮影等は、必要な程度においてこれを行うことは、臨検、捜索等が適正

に行われたことや児童の生活状況など虐待の状況を記録し、第三者に示すため

に極めて有効と考えられる。

⑧ 夜間の執行の制限

臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日

没から日の出までの夜間にはしてはならない。

このため、夜間に臨検又は捜索をしようとするときは、裁判官へ許可状を請求

する際、その旨も併せて請求する必要がある。

なお、許可状に夜間でも臨検又は捜索をすることができる旨の記載がない場合

であっても、日没前に臨検又は捜索に着手したときは、日没後でもその処分を継

続することができる。

⑨ 警察への援助要請等

児童虐待防止法第９条第１項の立入調査と同様に、必要に応じ、児童や調査担

当者に対する保護者等による加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、同

法第10条の規定により、警察署長に対する援助の依頼を行い、これに基づく適切

な連携を行う。その際には、状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、

子どもの福祉を優先した臨機応変な対応をすべきである。

臨検又は捜索をするに当たって、錠をはずしその他必要な処分を行うことがで

きることとされているが、これらの実力行使を伴う処分についても、警察官では

なく児童相談所の職員等が行うこととされていることから、十分な体制を整える

とともに、これらの行為についての保護者の抵抗もあり得ることから、児童や職

員の安全に万全を期すためにも、警察との連携にも一層配意されたい。

また、臨検、捜索等を円滑に実施するためには、同法第９条第１項の立入調査

と同様に、あらかじめ身分証明証を児童相談所の職員等に交付しておくことが望

ましい。

⑩ 記録のあり方

許可状の請求をしたときは、請求の手続、許可状発付後の状況等を記録する。

また、臨検又は捜索をしたときは、児童相談所の職員等は、これらの処分をした

年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人ととも

にこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署

名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
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⑪ 都道府県知事等への報告

児童相談所の職員等は、臨検、捜索等を終えたときは、その結果を都道府県知

事等に報告しなければならない。

都道府県知事等は、都道府県等の児童福祉審議会に、臨検若しくは捜索又はこ

れに伴う調査、質問の実施状況を報告しなければならない。

⑫ 不服審査、行政事件訴訟

、 、臨検等に係る処分については 行政手続法上の不利益処分の手続は適用されず

行政不服審査法（昭和37年法律第160号）上の不服申立てをすることができない

とされている。また、行政事件訴訟法第37条の４の規定による差止めの訴えも提

起することができない。

(8) その他

里親委託、養子縁組に関する調査については、本指針に定めるほか、次の通知に

よる。

① 昭和23年厚生省令第11号「児童福祉法施行規則」

② 平成14年厚生労働省令第116号「里親が行う養育に関する最低基準」

③ 平成14年9月5日雇児発0905002号「里親制度の運営について」

④ 平成14年9月5日雇児発0905004号「養子制度等の運用について」


